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部の運営方針

部長写真所属課と人員
（R5.4.1現在）

都市計画課・道路交通課・下水道課・国立駅周辺整備課（富
士見台地域まちづくり担当含む）・南部地域まちづくり課（都

市農業振興担当含む）

・「南武線沿線まちづくり方針」に基づき、南武線連立
事業と連動した沿線まちづくりを進める。主に矢川駅
周辺整備計画の策定、谷保駅周辺の測量調査を行
う。
・南部地域における様々な都市基盤整備の取組を推
進するため、「国立市南部地域整備基本計画」を改定
する。現計画の成果と課題を踏まえ、また新たなまち
づくりの視点を反映させた計画の改定版を策定する。

・重点まちづくり構想に基づき、重点エリアにおける事
業推進のため、「支え合いの仕組みづくり」「住みたく
なる、住み続けられる環境整備」「未来に向けた重点
エリア検討」プロジェクトについて対話と合意形成を図
る。
・「市民まちづくりプロジェクト１００」のリーディングプロ
ジェクトとして、実験的な場づくりにつながる企画検討
の体験を通じて、幅広い人材の発掘と育成を図る。

国立駅周辺整備に
関する事業
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南部地域まちづくり
に関する事業
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部の概要

・農業未来構想推進事業の実施のために、第三次農
業振興計画に基づき、農業者等の関係者と共に具体
的事業を検討し、施策を実現していく。認定新規就農
者について事業設計を行い、新たな農の担い手に向
けた支援を推進していく。
・また、農地を保全していくために、農業者に向けて、
関連情報の周知を十分に図るとともに、特に都市農
地貸借円滑化法による市内農地の貸借を推進するた
めの仕組みを構築する。

・「国立市人材育成方針」に基づいてまとめた部のミッション（都市整備部の存在意義）を「地域ごとの価値を活
かし、市民生活を支える、魅力あるまちをつくる」としています。
・市民一人ひとりが「幸せ well being 」を感じられる生活の土台をつくるためには、その基盤となるまちを、安心
安全で魅力的なものにしていくことが必要です。そのまちを形づくることこそが都市整備部の存在意義となりま
す。
・その存在意義に基づいて事業を進めていくにあたっては、基盤整備担当部長が担当する事業とともに、「ソー
シャルインクルージョン」「SDGｓ」の理念を念頭に事業を進めていくことが求められています。

達成状況（年度末評価）

1

達成度

5
農業振興に関する
事業

令和5年度の重点項目

№ 項目

 81人

3
富士見台地域まち
づくりに関する事業

・旧国立駅舎東西広場・円形公園等の整備において
企画提案を募ることにより、事業者を選定し、基本設
計を行う。基本設計において、市民参加手法を検討
し、市民の声を聴きながら事業を進める。
・旧国立駅舎から、多くのまちの情報を発信すること
により、まちの魅力を発信するとともに、イベント等を
通して、賑わいの創出及びまちの活性化を図る。

具体的内容

・東京都の区域区分の変更にあわせて、用途地域等
の都市計画変更の告示を行う。また、この変更に伴
い、都市計画図を更新するとともに、周知のための市
報特集号を発行する。
・景観づくり基本計画に基づき、良好な景観保全や景
観づくりを誘導するため、その手引きとなる景観ガイド
ラインを策定する。

都市計画に関する
事業


